
入院勧告についての判断基準

注） 塗抹：抗酸菌塗抹検査

培養：抗酸菌培養検査
核酸増幅法：PCR等

（参考） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取り扱いについて

厚生労働省健康局結核感染症課長、【平成26年1月29日一部改正後全文】健感発第0907001号 平成19年9月7日

2018(H30)年3月　中部保健所作成

感染症法第19条、第20条に基づき、都道府県知事は、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき
は、入院させるべきことを勧告することができる。

検体：気管支鏡検体or胃液
検査：塗抹or核酸増幅法 or 培養

・咳または痰あり

・外来通院中で排菌量増加

・不規則治療や治療中断で再発

検体：痰

検査：核酸増幅法 or 培養

検体：痰

検査：塗抹 ※原則3日間（3回）の検査

入院勧告対象
フロー図①へ

診断名が・・・

肺結核・咽頭結核・喉頭結核・気管結核・気管支結核

診断名が･･･

左記以外

陽性

陰性

該当

陰性

非該当

陽性

陽性

陰性※±（G1号相当）は陽性ではありません

入院勧告対象外
フロー図②へ



感染性のある結核患者とは：入院勧告をかける（保健所長が入院を要すると判断した）患者。

※

※

沖縄県中部保健所　結核相談室
　住所：沖縄市美原1-6-28

法：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法） 　TEL：098-938-9820
　FAX：098-938-9925

様式2

フロー図①

結核の診断から登録除外まで（感染性のある結核患者）

診断 治療開始（勧告中） 治療中（勧告中） 治療中（勧告解除後）

（法第53条の11）

治療中～
登録除外

医
療
機
関

結核の診断 治療開始 治療継続
症状の消失
（菌陰性化）

入院継続 治療継続
（37条の2へ変更）

その後の
治療継続～

登録除外まで入院 退院

様式1 様式2 様式2 様式2

診断から
3日以内

（法第37条の2第1項）

様式3

『フロー図②』
の「治療中」以
降と同様。

結核発生届
結核患者
入院届

主治医意見書 主治医意見書 報告書
結核患者
退院届

結核医療費公費負担
申請書　兼　診断書

（法第12条） （法第53条の11） （法第20条第1項） （法第20条第4項） （法第22条第2項）

期
限

直ちに
期
限

7日以内
期
限

（法第53条の14）

期
限

入院勧告
解除当日

夜間・休日でも
FAXまたはTEL
にて報告。

入院までの経
過及び病状を
記載。

3日を超えて入院を
要すると考えられ
る経過及び病状を
記載。

現在の勧告期間を超
えて入院を要すると考
えられる経過及び病
状を記載。

当該報告書を確認し
た後、勧告解除を行う
ため、退院届とは別に
作成。

退院までの経
過及び病状を
記載。

添付資料
・胸部X線画像
・その他検査結果

期
限

勧告期間終了前
の診査会までに

期
限

勧告解除の基準を
満たすと判断した時

期
限

7日以内

・DOTS（服薬確認）
　月1回以上

診査会終了後は公費
負担決定通知書送付

保
健
所

結核患者
登録票の作成

患者面接
家庭訪問

感染症診査協議会
（第2、第4木曜日）

所内検討

感染性の有
無を判断

・入院勧告
・就業制限
・意見聴取
・公費負担の説明
・情報収集（接触
  者等）

・就業制限（法第18条）
・入院勧告及び措置（法第
  19条、第20条）

・入院勧告解除の基準を
  満たしているか。
→入院勧告解除

家庭訪問

（法第53条の12） （法第53条の14） （法第24条） （法第22条）



感染性のある結核患者とは：入院勧告をかける（保健所長が入院を要すると判断した）患者。

※

※

※

沖縄県中部保健所　結核相談室
　住所：沖縄市美原1-6-28

法：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法） 　TEL：098-938-9820
　FAX：098-938-9925

医
療
機
関

結核の診断 治療
医療機関の
変更・追加

治療継続
治療内容の変更

（法第37条の2第1項）

7日以内
期
限

直ちに
期
限

その日の内に
期
限

夜間・休日でも
FAXまたはTEL
にて報告。

保健所受理日から
の適応。
添付資料
・胸部Ｘ線画像
・その他検査結果

抗結核薬を処方
していない病院
への入退院でも
届け出は必要。

フロー図② 結核の診断から登録除外まで（感染性のない結核患者）

診断～治療開始 治療中 治療終了
～登録除外

治療終了 管理検診
入退院

様式1 様式3 様式4 様式5 様式3 様式6

（法第53条の13）

結核発生届
結核医療費公費負担
申請書　兼　診断書

結核患者
入退院届

指定医療機関
変更・追加届

結核医療費公費負担
申請書　兼　診断書

結核患者連絡票

（法第12条） （法第37条の2第1項） （法第53条の11） （規則第20条の3第5項）

内容
・治療終了日
・現在の病状
・今後の方針
・その他連絡事項

期
限

移動予定年月日
　　　　　　までに

期
限

公費承認期限終了
前の診査会までに

期
間

治療終了から
約2年間

移動予定年月日は必
ず記入。
添付資料
・患者票

現在の承認期限を超え
て治療する場合。
添付資料
・胸部X線画像
　（肺外結核を除く）
・その他検査結果

診査会前に保健所
から確認のFAXあり

保
健
所

結核患者
登録票の作成

患者面接
家庭訪問

感染症診査協議会
（第2、第4木曜日）

家庭訪問
精密検査

（管理検診）

感染性の有無
を判断

・公費負担の説明
・情報収集

・結核適正医療公費負担

（法第53条の12） （法第53条の14） （法第24条） （法第53条の14） （法第53条の13）
・DOTS（服薬確認）
　月1回以上

・6ヶ月に1回以上。
・治療終了後約2年
  間は再発の有無
  を確認。

診査会終了後は患
者票を送付

患者票
記載内容の変更

登録除外

（法第53条の2）


